
部会中間報告（民法（債権関係）部会）

第１ 諮問事項等

［諮問第８８号（平成２１年１０月２８日総会）］

民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について，同法制定以来の社会・経

済の変化への対応を図り，国民一般に分かりやすいものとする等の観点から，国民の

日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要が

あると思われるので，その要綱を示されたい。

○ 上記諮問に応じて民法（債権関係）部会が設置され，平成２１年１１月

以降，平成２４年１月３１日までの間，合計４０回の会議を開催。

○ 民法第３編「債権」の規定のほか，同法第１編「総則」のうち第５章（法

律行為），第６章（期間の計算）及び第７章（時効）の規定を検討対象と

し，事務管理，不当利得及び不法行為の規定は，契約関係の規定の見直し

に伴って必要となる範囲に限定して見直し。

○ 委員及び幹事は，別紙１記載のとおり。

第２ 前回報告後の審議状況の概要

１ 中間的な論点整理とパブリック・コメントの手続

○ 第１ステージにおいて，今後の審議対象とすべき論点を整理。その議

論の到達点を確認するものとして，平成２３年４月，「民法（債権関係）

の改正に関する中間的な論点整理」を取りまとめ。

○ 中間的な論点整理につき，同年６月から２か月間，パブリック・コメ

ントの手続。

○ 上記意見募集の期間中，部会において各種業界団体や消費者団体など

の関係団体（２１団体）からヒアリングを行う一方，部会外では，事務

当局において９団体の意見を聴取し，結果を部会に報告。

２ パブリック・コメントの手続の結果

○ 今後の検討に当たっての留意点などを中心に，団体１１６通，個人２



５３通の合計３６９通の意見が寄せられた。

○ 寄せられた意見は，部会資料３３－１から３３－７までに取りまとめ

て公表。

３ 第２ステージの審議状況と分科会の設置

○ 平成２３年７月から，中間試案の取りまとめに向けた第２ステージの

審議開始。中間試案の取りまとめは，平成２５年２月を目標。

○ 当部会の下に三つの分科会を設置。分科会で技術的・細目的な論点な

どをきめ細やかに審議し，全体として効率的に充実した審議。

例：消滅時効【中間的な論点整理１１０頁～１１７頁】

短期消滅時効（民法第１７２条から第１７４条まで）の廃止の可否と

原則的な時効期間や起算点の見直し【中間的な論点整理１１０頁～１

３頁】

→部会メンバー全員で議論。

消滅時効の中断・停止事由のうち，差押え等の手続と密接に関連する

技術的論点【中間的な論点整理１１３頁～１１５頁】

→分科会における，少人数による細目的な議論。

※分科会への論点の振り分けや最終的な意思決定は，全て部会で。

○ 分科会のメンバー構成は，別紙２のとおり。

第３ 今後のスケジュールについて

○ 当面の目標として，中間試案の取りまとめを平成２５年２月に行い，中

間試案について改めてパブリック・コメントの手続。



別　紙　１

部会長

早 稲 田 大 学 総 長 鎌 田 薫

委 員

法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与 内 田 貴

株式会社千疋屋総本店代表取締役社長 大 島 博

弁 護 士 （ 第 一 東 京 弁 護 士 会 所 属 ） 岡 正 晶

消 費 生 活 専 門 相 談 員 岡 田 ヒ ロ ミ

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 法 務 部 担 当 部 長 岡 本 雅 弘

東 京 瓦 斯 株 式 会 社 総 務 部 法 務 室 長 佐 成 実

弁 護 士 （ 大 阪 弁 護 士 会 所 属 ） 中 井 康 之

東 京 大 学 教 授 中 田 裕 康

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 民 事 局 長 永 野 厚 郎

学 習 院 大 学 教 授 能 見 善 久

学 習 院 大 学 教 授 ○ 野 村 豊 弘

法 務 省 大 臣 官 房 審 議 官 萩 本 修

法 務 省 民 事 局 長 原 優

京 都 大 学 教 授 松 岡 久 和

一 橋 大 学 教 授 松 本 恒 雄

東 京 地 方 裁 判 所 判 事 村 上 正 敏

日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 副 事 務 局 長 安 永 貴 夫

東 京 大 学 教 授 山 下 友 信

幹 事

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 民 事 局 第 一 課 長 朝 倉 佳 秀

東 京 大 学 教 授 大 村 敦 志

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 民 事 局 第 二 課 長 岡 崎 克 彦

東 京 大 学 教 授 沖 野 眞 已

法 務 省 民 事 局 民 事 法 制 管 理 官 金 子 修

慶 應 義 塾 大 学 教 授 鹿 野 菜 穂 子

東 京 大 学 教 授 神 作 裕 之

京 都 大 学 教 授 潮 見 佳 男

弁 護 士 （ 東 京 弁 護 士 会 所 属 ） 高 須 順 一

法 務 省 大 臣 官 房 参 事 官 筒 井 健 夫

東 京 大 学 教 授 道 垣 内 弘 人

東 京 大 学 教 授 畑 瑞 穂

弁 護 士 （ 第 二 東 京 弁 護 士 会 所 属 ） 深 山 雅 也

内 閣 法 制 局 参 事 官 森 英 明

慶 應 義 塾 大 学 教 授 山 川 隆 一

早 稲 田 大 学 教 授 山 野 目 章 夫

一 橋 大 学 教 授 山 本 和 彦

京 都 大 学 教 授 山 本 敬 三

法制審議会民法（債権関係）部会委員等名簿

（平成２４年１月３１日現在）

（注）○印は法制審議会委員を示す。
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分科会メンバー構成 

 

 第１分科会 第２分科会 第３分科会 

分科会長 中田裕康 松岡久和 松本恒雄 

委員 内田貴 内田貴 内田貴 

 中井康之 岡正晶 永野厚郎 

 永野厚郎 永野厚郎  

幹事 岡崎克彦 岡崎克彦 岡崎克彦 

 鹿野菜穂子 潮見佳男 沖野眞已 

 高須順一 高須順一 高須順一 

 筒井健夫 筒井健夫 筒井健夫 

 山本敬三 道垣内弘人 深山雅也 

   山野目章夫 

 

 


